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「 

最
先
端
の
む
し
歯
・
歯
周
病

予
防
を
要
求
す
る
会
」
理
事
長

 

西　

真
紀
子

予防歯科の患者指導も変わる

ハミガキする時にはフッ化物配
合歯磨剤をたっぷりと！
 by muraoka fumi

　

巷
で
は
「
む
し
歯
予
防
に
ハ
ミ
ガ
キ
し

よ
う
」
と
常
套
句
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い

る
が
、
実
は
、
歯
磨
き
自
体
に
齲
蝕
予
防

効
果
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
﹇
１
﹈。
齲

蝕
予
防
の
た
め
の
歯
磨
き
は
、
フ
ッ
化
物

を
歯
面
に
届
か
せ
る
と
い
う
役
目
と
し
て

の
み
認
め
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、

フ
ッ
化
物
配
合
歯
磨
剤
を
使
用
せ
ず

に
齲
蝕
予
防
の
た
め
の
歯
磨
き
を
励

行
す
る
の
は
、
現
代
の
科
学
で
は
間

違
っ
た
指
導
で
あ
る
。

昔
の
歯
磨
き
指
導

昔
の
歯
磨
き
指
導

　

と
こ
ろ
が
、
か
つ
て
日
本
で
は
フ

ッ
化
物
配
合
歯
磨
剤
が
ほ
と
ん
ど
入

手
で
き
な
い
よ
う
な
事
情
で
、
歯
磨

き
剤
の
齲
蝕
予
防
効
果
が
な
か
っ
た

の
で
、
多
く
の
歯
科
医
療
従
事
者
が

「
ハ
ミ
ガ
キ
剤
を
使
わ
ず
に
ハ
ミ
ガ

キ
し
よ
う
」
と
教
え
て
い
た
。
そ
の

方
が
泡
立
ち
が
邪
魔
に
な
ら
ず
、
清

涼
感
に
騙
さ
れ
ず
に
し
っ
か
り
磨
け

る
し
、
研
磨
剤
で
歯
の
摩
耗
も
防
げ

る
と
い
う
の
が
理
由
だ
っ
た
。
こ
の

名
残
り
が
、
フ
ッ
化
物
配
合
歯
磨
剤

の
シ
ェ
ア
が
90
％
を
超
え
る
現
代
で

も
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
そ
う

思
う
。
歯
科
医
療
従
事
者
の
言
う
こ

と
が
コ
ロ
コ
ロ
変
わ
る
よ
う
に
映
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
科
学
技

術
の
進
歩
と
い
う
も
の
な
の
だ
。
実

際
、
現
代
生
活
の
至
る
と
こ
ろ
で
、

普
遍
的
な
情
報
は
少
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
誰
で
も
実
感
し
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。

フ
ロ
ス
信
仰
の
強
さ

フ
ロ
ス
信
仰
の
強
さ

　

フ
ロ
ス
の
齲
蝕
予
防
効
果
に
つ
い

て
説
明
す
る
時
も
、
よ
く
混
乱
が
起

き
る
。
フ
ロ
ス
が
隣
接
面
齲
蝕
を
予

防
す
る
と
疑
い
の
な
い
歯
科
医
療
従

事
者
は
、
乳
幼
児
へ
の
仕
上
げ
磨
き

に
フ
ロ
ス
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
指

導
し
て
い
る
が
、
保
護
者
の
ス
ト
レ

ス
を
増
や
す
だ
け
だ
ろ
う
。
フ
ッ
化

物
配
合
歯
磨
剤
を
使
っ
た
歯
磨
き
に

プ
ラ
ス
し
た
フ
ロ
ス
の
プ
ラ
ー
ク
除

去
や
齲
蝕
予
防
の
効
果
は
明
ら
か
に

　

こ
の
こ
と
は
、
社
会
に
浸
透
し
た
こ
と

を
拭
う
の
は
浸
透
さ
せ
た
時
以
上
の
労
力

が
必
要
だ
と
思
わ
さ
れ
る
事
例
で
あ
る
。

科
学
的
エ
ビ
デ
ン
ス
の
寿
命
は
意
外
に
短

い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
人
々
に
知
っ
て
も

ら
う
こ
と
が
何
よ
り
必
要
で
は
な
い
か
と

な
っ
て
お
ら
ず
、
現
在
で
は
歯
肉
炎
に
対

す
る
効
果
の
み
認
め
ら
れ
て
い
る

﹇
２
﹈。
こ
の
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
レ

ビ
ュ
ー
を
紹
介
し
て
強
い
抵
抗
を
受
け
る

時
、
フ
ロ
ス
に
対
す
る
信
仰
心
に
近
い
も

の
を
感
じ
る
。

だ
。
し
か
も
、
刷
り
込
ま
れ
た
教
育
の
お

か
げ
で
、
最
新
の
科
学
的
エ
ビ
デ
ン
ス
を

伝
え
る
専
門
家
の
言
う
こ
と
さ
え
も
弾
く

ら
し
い
。

情
報
は
変
わ
っ
て
当
た
り
前

情
報
は
変
わ
っ
て
当
た
り
前

最前線

予防
歯科臨床の

④

で
は
と
危
惧
し
て
い
ま
す
。

　

全
日
本
年
金
者
組
合
大
阪

府
本
部
は
、「
保
険
で
よ
い

歯
科
医
療
を
」
大
阪
連
絡
会

の
呼
び
か
け
に
応
え
運
動
に

参
加
し
て
歯
科
医
療
の
情
勢

を
学
ん
で
い
ま
す
。「
保
険

で
よ
い
歯
科
」
は
誰
も
が
、

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
安

心
し
て
、
安
全
な
歯
科
医
療

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
署
名

や
宣
伝
活
動
に
力
を
入
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
会
が
皆
さ
ん
の
力
で

益
々
大
き
く
根
を
張
っ
て
国

政
や
府
政
を
動
か
し
、
発
展

し
て
い
く
こ
と
を
祈
念
し
て

い
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
が
拡
が

り
２
年
近
く
に
な
り
、
市
民

生
活
は
あ
ら
ゆ
る
面
で
疲
弊

し
き
っ
て
い
ま
す
。「
第
６

波
」
に
備
え
、
命
を
守
る
政

治
が
大
き
な
関
心
の
的
で

す
。

　

私
は
年
金
者
組
合
で
「
高

齢
者
の
命
を
守
れ
」
と
日
々

運
動
を
し
て
い
ま
す
。
先
の

国
会
で
成
立
し
た
「
75
歳
以

上
医
療
費
窓
口
負
担
２
割
化

法
」
は
、
高
齢
者
の
命
と
健

康
を
脅
か
す
人
権
問
題
で

す
。
窓
口
負
担
が
増
え
る
こ

と
で
、
受
診
控
え
が
進
み
重

症
に
な
る
ま
で
医
療
に
掛
か

れ
な
い
高
齢
者
が
増
え
る
の

【
１
面
関
連
】　

10
月
31
日
Ｍ
＆

Ｄ
ホ
ー
ル
で
開
い
た
「
保
険
で
よ
い
歯
科
医
療
を
」
大

阪
連
絡
会
の
総
会
、
市
民
講
座
で
、
橋
本
広
子
氏
（
全
日
本
年
金
者
組
合
大
阪
府
本
部
副

委
員
長
）
が
開
会
に
あ
た
り
挨
拶
し
た
。
要
旨
を
紹
介
す
る
。

全日本年金者組合大阪府本部副委員長　橋本広子氏

オンライン資格確認　導入のメリットなし

10・31「保険で良い歯科」市民講座

レセプト振替・分割レセプト振替・分割

命守る政治へ共同

資格過誤による
返戻減少の仕組みが本格運用

改
定
の
場
合
、
公
定
価
格
は

対
市
場
価
格
の
75
・
８
％
に

す
ぎ
ず
、「
逆
ザ
ヤ
」
率
は

▲
24
・

２
％
と
な
っ
て
い

た
。
こ
の
５
年
間
の
平
均

「
逆
ザ
ヤ
」
率
は
▲
15
％
と

な
っ
て
い
る
。
金
パ
ラ
の
市

場
価
格
が
上
昇
軌
道
に
あ
る

際
は
、
現
行
の
改
定
制
度
で

は
乖
離
幅
は
埋
ま
ら
な
い
仕

組
み
と
い
え
る
。

　

な
お
、
素
材
価
格
（
理
論

値
）
と
市
場
価
格
の
乖
離
率

は
、
20
年
４
月
以
降
は
16
％

〜
11
％
で
あ
り
、
素
材
価
格

の
１
・
16
倍
が
市
場
価
格
と

な
っ
て
い
る
。
素
材
価
格
と

市
場
価
格
の
値
動
き
は
連
動

し
て
い
る
が
、
乖
離
幅
は
２

（
図
）
。
公
定
価
格
と
市
場

価
格
を
比
較
す
る
と
、
20
年

７
月
に
公
定
価
格
が
市
場
価

格
に
接
近
し
た
時
を
除
け
ば

市
場
価
格
が
公
定
価
格
を
上

回
る
「
逆
ザ
ヤ
」
が
常
態
化

し
て
い
る
。
公
定
価
格
と
市

場
価
格
の
乖
離
率
を
見
る

と
、
20
年
４
月
の
診
療
報
酬

乖
離
す
る
３
価
格

乖
離
す
る
３
価
格

　

金
パ
ラ
の
公
定
価
格
と
、

市
場
価
格
、
素
材
価
格
（
＝

金
・
銀
・
パ
ラ
ジ
ウ
ム
の
素

材
金
属
の
平
均
価
格
を
含
有

比
率
で
計
算
し
た
「
理
論

値
」
）
の
３
価
格
は
ほ
ぼ
一

定
の
割
合
で
乖
離
し
て
き
た

０
２
０
年
３
月
以
降
、
拡
大

傾
向
に
あ
る
。

告
示
価
格
の

告
示
価
格
の

１
・
５
倍
に
設
定

１
・
５
倍
に
設
定

　

神
奈
川
協
会
は
、
こ
う
し

た
公
定
価
格
と
市
場
価
格
の

乖
離
動
向
を
踏
ま
え
、「
逆

ザ
ヤ
」
が
生
じ
さ
せ
な
い
仕

組
み
と
し
て
市
場
価
格
を
上

回
る
価
格
を
設
定
す
る
「
超

過
価
格
設
定
＆
マ
イ
ナ
ス
補

正
」
を
提
案
し
て
い
る
。

　

診
療
報
酬
改
定
時
に
行
わ

れ
る
通
常
改
定
の
「
告
示
価

格
（
基
準
値
）」（
※
）
の
１

・
５
倍
を
「
公
定
価
格
」
と

し
、
半
年
ご
と
に
基
準
値
に

素
材
貴
金
属
の
変
動
分
を
乗

せ
「
５
％
以
上
」
の
乖
離
が

あ
る
場
合
に
マ
イ
ナ
ス
補
正

す
る
と
い
う
。
一
定
幅
の

「
価
格
差
」
が
出
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
い
る
。
な
お
、

１
・
５
倍
は
経
験
則
的
な
も

の
で
あ
り
、
高
騰
が
著
し
い

場
合
は
、
仕
切
り
直
し
を
し

て
１
年
単
位
で
基
準
値
に
変

動
分
を
加
え
る
方
法
や
、
当

初
の
倍
数
を
１
・
５
倍
よ
り

も
大
き
く
設
定
し
て
値
下
が

り
し
た
場
合
に
、
マ
イ
ナ
ス

補
正
の
手
法
を
検
討
す
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い

る
。
詳
細
は
神
奈
川
県
保
険

医
協
会
の
Ｈ
Ｐ
で
紹
介
し
て

い
る
。

※ 

告
示
価
格　

現
行
の
金
パ

ラ
の
公
定
価
格
は
、
改
定

の
前
年
の
９
月
の
市
場
価

格
の
加
重
平
均
値
を
も
と

に
そ
の
後
の
素
材
貴
金
属

の
価
格
変
動
分
を
加
味

し
、
消
費
税
分
を
乗
せ
し

て
「
一
定
幅
」
を
加
え
て

値
付
け
さ
れ
て
い
る
。
仕

組
み
上
、「
一
定
幅
」の「
価

格
差
」
を
認
め
て
い
る
。

　

神
奈
川
県
保
険
医
協
会
は
こ
の
ほ
ど
、
金
パ
ラ
の

「
公
定
価
格
」
と
「
市
場
価
格
」
、「
素
材
平
均
価
格
（
理

論
値
）
」
の
過
去
５
年
間
の
推
移
か
ら
、
市
場
価
格
が

公
定
価
格
を
継
続
的
に
上
回
り
、
①
５
年
平
均
の
「
逆

ザ
ヤ
」
率
が
▲
15
％
に
上
る
こ
と
、
②
厚
労
省
の
使
う

理
論
値
と
市
場
価
格
の
乖
離
幅
も
拡
大
傾
向
に
あ
る

と
の
報
告
を
発
表
し
た
。
同
会
は
乖
離
幅
の
傾
向
を

踏
ま
え
て
、
通
常
改
定
の
「
告
示
価
格
」
の
１
・
５
倍

と
す
る
公
定
価
格
の
設
定
方
法
を
提
案
し
て
い
る
。

「
逆
ザ
ヤ
」５
年
平
均
▲
15
％

理
論
値
と
市
場
価
格
の
乖
離
拡
大

神奈川協会が調査

審査支払機関 Ａ保険者

Ｂ保険者

医療機関等

レ
セ
プ
ト
分
割

レ
セ
プ
ト
分
割

10月診療分
（10/1～20）
Ａ保険者

10月診療分
（10/1～15）
Ａ保険者

10月診療分
（10/16～20）
Ｂ保険者

10月診療分
（10/16～20）
Ｂ保険者

10月診療分
（10/1～20）
Ａ保険者

10月診療分
（10/1～15）
Ａ保険者

図　月途中で保険者の変更のあった被保険者の場合（10/1～15・Ａ保険者、10/16～・Ｂ保険者）

少
す
る
「
レ
セ
プ
ト
振
替
・

分
割
」
が
始
ま
っ
て
い
る
。

厚
労
省
は
、
こ
れ
に
よ
り
資

格
過
誤
な
ど
で
返
戻
さ
れ
る

レ
セ
プ
ト
が
減
少
す
る
と
し

て
お
り
、「
資
格
喪
失
後
の

受
診
に
伴
う
返
戻
減
少
」
を

メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
と
す
る
オ

ン
ラ
イ
ン
（
Ｏ
Ｌ
）
資
格
確

認
シ
ス
テ
ム
導
入
の
必
要
性

は
さ
ら
に
乏
し
く
な
る
。

　

レ
セ
プ
ト
振
替
・

分
割

は
、
審
査
支
払
機
関
で
被
保

険
者
資
格
の
有
効
性
を
確
認

し
、
受
診
日
・
調
剤
日
時
点

の
資
格
情
報
に
基
づ
い
て
レ

セ
プ
ト
請
求
先
（
保
険
者
）

を
振
り
替
え
、
正
し
い
保
険

者
に
レ
セ
プ
ト
が
送
付
さ
れ

る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る

（
図
）。
医
療
機
関
か
ら
請

求
さ
れ
る
全
て
の
電
子
レ
セ

　

９
月
診
療
分
（
10
月
請
求

分
）
の
レ
セ
プ
ト
審
査
か

ら
、
資
格
喪
失
の
返
戻
が
減

【
１
面
関
連
】

プ
ト
が
対
象
と
な
る
（
公
費

併
用
や
高
額
現
物
レ
セ
プ
ト

以
外
の
電
子
レ
セ
プ
ト
、
紙

レ
セ
プ
ト
は
対
象
外
）
。
レ

セ
プ
ト
振
替
・
分
割
が
行
わ

れ
た
場
合
は
、
審
査
支
払
機

関
か
ら
「
資
格
確
認
結
果
連

絡
書
」
に
よ
り
、
医
療
機
関

に
補
正
後
の
保
険
者
番
号
等

が
通
知
さ
れ
る
。

　

本
来
、
資
格
喪
失
後
の
受

診
に
よ
る
レ
セ
プ
ト
返
戻
の

問
題
は
、
被
保
険
者
証
を
回

収
し
て
い
な
い
保
険
者
に
責

任
が
あ
る
。「
レ
セ
プ
ト
振

替
・
分
割
」
制
度
の
有
無
に

関
わ
ら
ず
、
医
療
機
関
で
被

保
険
者
証
の
確
認
を
行
っ
て

い
れ
ば
レ
セ
プ
ト
返
戻
に
応

じ
る
必
要
は
な
く
、
Ｏ
Ｌ
資

格
確
認
シ
ス
テ
ム
導
入
の
メ

リ
ッ
ト
も
な
い
。

金パラ


